
 

 

 入 札 公 告 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 令和元年７月４日 

 

                         経理責任者 

                        独立行政法人 

                        地域医療機能推進機構徳山中央病院 

                            院長  那須 誉人 

 

 

１ 競争に付する事項 

（１）調達件名及び数量    

自動分析装置等一式の賃貸借及び保守契約 

（２）調達案件の特質等    

入札説明書及び仕様書による。 

（３）契約期間        

    令和元年８月１日から令和２年７月３１日 

（４）納入場所        

山口県周南市孝田町１番１号 

独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 

（５）入札方法 

    ① 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器

具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものと

すること。 

② 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 8パーセ

ントに相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって評価するので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の 108分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 

 第一交渉権者の決定については、予定価格の制限の範囲内の価格に基づく交渉順位

を付し、第一交渉権者を決定する。 

 

２ 競争に参加する者の必要資格に関する事項 

（１） 独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下、契約事務細則とい

う。）第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。 

（２）厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格）において、「役務の提供」でＡ、Ｂ、Ｃ

又はＤの等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。 

（３）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去 3 年間におい

て虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度

が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。 

（４）直近２年間に支払うべき社会保険料、及び直近２保険年度に支払うべき労働保険料

について一切滞納が無いこと。 

（５）契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。 



 

 

（６）別途入札説明書に記載されている条件を満たす者。 

 

３ 入札書の提出場所等 

 （１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

〒745－8522 山口県周南市孝田町１番１号 

独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 経理課  

電話 0834－28－4411 内線 6933 

 （２）入札説明書の交付方法 (１)の交付場所にて交付する。 

 （３）入札説明書の交付期間  

令和元年７月５日から令和元年７月１９日 ９：００～１７：００ 

    （但し、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定

する行政機関の休日は除く） 

 （４）入札説明会      入札説明書交付時に随時実施 

 （５）入札書の受領期限   令和元年７月２２日（月）１６時００分 

 （６）開札の日時及び場所  令和元年７月２４日（水）１４時３０分 

本館８階 第１会議室 

 

４ その他 

 （１）契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 （２）入札保証金及び契約保証金         免 除 

 （３）入札者に要求される事項 

     この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した件名を

履行できることを証明する書類を添付して入札書受領期限までに提出しなければ

ならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類

に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 （４）入札の無効  

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる

義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

 （５）契約書作成の要否   要  

 （６）契約価額の決定 

     契約価額は交渉権者との交渉により決定する。 

 （７）詳細は入札説明書による。 

                    

 


